
◎問い合わせ先　長野南年金事務所国民年金課　☎026－227－1287
　　　　　　　　住民環境課住民係　☎82－3111（内線123）直通75－6204

　保険料の納付は、納め忘れのない「便利・確実・安心」な口座振替やクレジットカー
ド納付のご利用をおすすめしています。また、口座振替等でまとめて前払い（前納）
すると保険料が割引されます。【下表参照】
　口座振替の申込み、振替・納付方法の変更は、年金手帳・預金通帳・口座届出印を
持参して役場、年金事務所、金融機関などで手続きをしてください。なお、保険料の
一部免除の承認を受けている方は、口座振替等の前納・早割はご利用できません。

　クレジットカード納付による前納割引制度の割引額は納付書（現金払い）と同額です。

納付期限（令和５年度）

４月末

４月末

【上期】４月末
【下期】10月末

年額

382,780円

195,550円

98,730円×２回

割引額

14,540円

3,530円

810円×２回

納付方法

２年前納

１年前納

６か月前納

※早割のお取り扱いはあ
りません。
※２年前納の納付書は申
込みが必要です。

振替日（令和５年度）

４月末

４月末

【上期】４月末
【下期】10月末
納付当月末

年額

381,530円

194,910円

98,410円×２回

割引額

15,790円

4,170円

振替方法

２年前納

１年前納

６か月前納

当月末（早割）

◆口座振替で納付する場合

◆納付書（現金払い）で納付する場合

口座振替、クレジットカードによる前納の申込期限 ２月28日（火）

16,540円（月額）

1,130円×２回

50円（月額）

◆クレジットカードで納付する場合

　町や日本年金機構では、利便性の向上を図るため、マイナンバーを活用して被保険者等の氏名及
び住所変更の届出や添付書類の省略などを行っています。年金に関する各種手続きの際は、マイナ
ンバーがわかる書類（マイナンバーカードや通知カード）をお持ちください。

【参考】昨年度（令和４年度）の年額と割引額

16,520
5

　前納割引は、口座振替やクレジットカード、または納付書により、下表の方法で納付する場合に適用されます。
なお、令和５年度の割引額と令和６年度の保険料額は２月下旬ごろ決定されます。（下表では、参考として令和４
年度の年額及び割引額を記載しています。なお、令和４年度の保険料は月額 16,590 円でした。）   
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